
○
関
連
情
報
の
構
成
及
び
送
出
手
順
、
Ｐ
Ｅ
Ｓ
パ
ケ
ッ
ト
、
セ
ク
シ
ョ
ン
形
式
、
Ｔ
Ｓ
パ
ケ
ッ
ト
、
Ｉ
Ｐ
パ
ケ
ッ
ト
及
び
Ｔ
Ｌ
Ｖ
パ
ケ
ッ
ト
の
送
出
手
順
、
伝
送

制
御
信
号
及
び
識
別
子
の
構
成
並
び
に
緊
急
情
報
記
述
子
の
構
成
を
定
め
る
件 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改
正
案 

現
行 

 
 

別
表
第
二
十
号
 
記
述
子
の
構
成

 
別
表
第
二
十
号
 
記
述
子
の
構
成

 

記
述
子

 
構
成

 

限
定
受
信
方
式
記
述
子

 
別
記
第
１
の
と
お
り

 

限
定
再
生
方
式
記
述
子

 
別
記
第
２
の
と
お
り

 

部
分
受
信
記
述
子

 
別
記
第
３
の
と
お
り

 

地
上
分
配
シ
ス
テ
ム
記
述
子

 
別
記
第
４
の
と
お
り

 

衛
星
分
配
シ
ス
テ
ム
記
述
子

 
別
記
第
５
の
と
お
り

 

サ
ー
ビ
ス
リ
ス
ト
記
述
子

 
別
記
第
６
の
と
お
り

 

シ
ス
テ
ム
管
理
記
述
子

 
別
記
第
７
の
と
お
り

 

デ
ー
タ
符
号
化
方
式
記
述
子

 
別
記
第
８
の
と
お
り

 

カ
ル
ー
セ
ル
互
換
複
合
記
述
子

 
別
記
第
９
の
と
お
り

 

著
作
権
記
述
子

 
別
記
第

10
の
と
お
り

 

緊
急
情
報
記
述
子

 
別
記
第

11
の
と
お
り

 

IP/M
A

C
ス

ト
リ

ー
ム

配
置

記
述

子
 

別
記
第

12
の
と
お
り

 

ア
ク
セ
ス
制
御
記
述
子

 
別
記
第

13
の
と
お
り

 
 

記
述
子

 
構
成

 

限
定
受
信
方
式
記
述
子

 
別
記
第
１
の
と
お
り

 

限
定
再
生
方
式
記
述
子

 
別
記
第
２
の
と
お
り

 

部
分
受
信
記
述
子

 
別
記
第
３
の
と
お
り

 

地
上
分
配
シ
ス
テ
ム
記
述
子

 
別
記
第
４
の
と
お
り

 

衛
星
分
配
シ
ス
テ
ム
記
述
子

 
別
記
第
５
の
と
お
り

 

サ
ー
ビ
ス
リ
ス
ト
記
述
子

 
別
記
第
６
の
と
お
り

 

シ
ス
テ
ム
管
理
記
述
子

 
別
記
第
７
の
と
お
り

 

デ
ー
タ
符
号
化
方
式
記
述
子

 
別
記
第
８
の
と
お
り

 

カ
ル
ー
セ
ル
互
換
複
合
記
述
子

 
別
記
第
９
の
と
お
り

 

著
作
権
記
述
子

 
別
記
第

10
の
と
お
り

 

緊
急
情
報
記
述
子

 
別
記
第

11
の
と
お
り

 

IP/M
A

C
ス

ト
リ

ー
ム

配
置

記
述

子
 

別
記
第

12
の
と
お
り

 
 

別紙２ 



 
別
記
第

13
 
ア
ク
セ
ス
制
御
記
述
子
の
構
成

 
 

記
述

子

タ
グ

 

記
述
子
長

 
限
定
受
信
方

式
識
別
子

 

伝
送

情

報
 

Ｐ
Ｉ
Ｄ

デ
ー
タ

 

８
 

８
 

16 
３

 
13 

８
×
Ｎ

 

送
出
順

 
 

 
 

 
 

 

 

注
１

 
記

述
子

タ
グ

の
値

は
、

ア
ク

セ
ス

制
御

記
述

子
を

示
す

０
ｘ

Ｆ
６

と
す
る
。

 

 

 
２

 
記

述
子

長
は

、
こ

れ
よ

り
後

に
続

く
デ

ー
タ

バ
イ

ト
数

を
書

き
込

む
領
域
と
す
る
。

 

 

３
 

限
定

受
信

方
式

識
別

子
は

、
限

定
受

信
方

式
の

種
類

を
識

別
す

る

た
め
に
使
用
す
る
領
域
と
す
る
。

 

 

４
 

伝
送

情
報

は
、

関
連

情
報

の
伝

送
を

識
別

す
る

た
め

に
使

用
す

る

領
域
と
す
る
。

 

 

５
 

Ｐ
Ｉ

Ｄ
は

、
関

連
情

報
を

含
む

Ｔ
Ｓ

パ
ケ

ッ
ト

の
Ｐ

Ｉ
Ｄ

を
書

き

込
む
領
域
と
す
る
。

 

 

６
 

本
記

述
子

は
、

Ｃ
Ａ

Ｔ
の

記
述

子
の

領
域

又
は

Ｐ
Ｍ

Ｔ
の

記
述

子

１
若
し
く
は
記
述
子
２
の
領
域
で

伝
送
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 

 
 

 


